
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

一

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

三

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
結
核
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定

（
薬
務
感
染
症
対
策
課
）

四

�
結
核
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退

（

〃

）

�
昭
和
四
十
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号
（
香
川
県
立
病
院
の
使
用
料
及
び
手
数
料
）

の
一
部
改
正

（
県
立
病
院
・
施
設
経
営
課
）

五

�
漁
業
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
の
同
意
の
成
立

（
水

産

課
）

�
昭
和
五
十
年
香
川
県
告
示
第
五
百
一
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
区
域
及
び
区
分
の
決

定
）
の
一
部
改
正

（

〃

）

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道
路
保
全
課
）

�
公
有
水
面
埋
立
免
許
の
出
願

（
港

湾

課
）

六

公

告

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（
土
地
改
良
課
）

七

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（
都
市
計
画
課
）

●
香
川
県
告
示
第
九
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
九
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第１４号

平 成１６年

２月２０日（金曜日）

告

示

指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
六
、
二
、
二

し
ょ
う
じ
眼
科

医
院

小
路

竜
一

丸
亀
市
土
器
町
東
三
丁
目
二
五
四

番
地
一

平
成
一
六
、
一
、
一

古
川
歯
科
医
院

古
川

万
美
子

坂
出
市
川
津
町
三
七
〇
五
番
地
六

平
成
一
六
、
二
、
一

ア
イ
デ
ン
タ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク

山
下

愛

小
豆
郡
内
海
町
片
城
甲
四
四
番
地

一
三
九

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
二
、
三
、
一
八

有
限
会
社
宇
田

ビ
ル
薬
品
部

有
限
会
社
宇
田

ビ
ル
薬
品
部

丸
亀
市
通
町
五
〇
番
地

平
成
一
一
、
八
、
一
〇

株
式
会
社
鷺
岡

漢
方
堂
薬
局

株
式
会
社
鷺
岡

漢
方
堂
薬
局

丸
亀
市
中
府
町
一
―
六
―
五
八

平
成
七
、
五
、
二

有
限
会
社
ヒ
カ

リ
薬
局

有
限
会
社
ヒ
カ

リ
薬
局

丸
亀
市
西
本
町
一
丁
目
二
―
三
二

平
成
五
、
四
、
一
一

有
限
会
社
細
田

薬
局

有
限
会
社
細
田

薬
局

丸
亀
市
西
平
山
町
一
〇
三

平
成
五
、
一
一
、
三
〇

株
式
会
社
ケ
ー

シ
ー
ピ
ー
坂
出

調
剤
薬
局

株
式
会
社
ケ
ー

シ
ー
ピ
ー

坂
出
市
文
京
町
一
―
六
―
四
八

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
第
九
一
〇
八
号
）

一



平
成
八
、
四
、
三

厚
生
薬
局

阿
河

貞
子

坂
出
市
本
町
二
丁
目
一
〇
番
五
号

平
成
九
、
一
一
、
一

有
限
会
社
米
谷

薬
局

有
限
会
社
米
谷

薬
局

坂
出
市
元
町
二
丁
目
四
番
一
〇
号

平
成
一
四
、
一
〇
、
一
五

佐
藤
薬
局

佐
藤

伸

坂
出
市
本
町
一
丁
目
六
―
一
九

平
成
五
、
一
二
、
三
一

須
崎
薬
局

須
崎

明
子

坂
出
市
本
町
一
―
五
―
一
九

平
成
七
、
二
、
二
八

有
限
会
社
長
谷

川
薬
局

有
限
会
社
長
谷

川
薬
局

坂
出
市
本
町
二
丁
目
九
の
一
九

平
成
七
、
一
、
二
六

ホ
リ
グ
チ
薬
局

有
限
会
社

ホ
リ
グ
チ
薬
局

有
限
会
社

坂
出
市
川
津
町
三
三
二
九
番
地
一

四

平
成
六
、
一
、
一
六

駅
前
薬
局

戸
倉

秀

善
通
寺
市
上
吉
田
町
一
―
四
―
三

平
成
一
〇
、
四
、
一

有
限
会
社
岡
村

薬
局

有
限
会
社
岡
村

薬
局

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
丁
目
五
―

一
五

平
成
八
、
四
、
一

調
剤
薬
局
ポ
エ

ム

株
式
会
社
西
日

本
フ
ァ
ー
マ
シ

ー

善
通
寺
市
中
村
町
九
〇
二
―
七

平
成
一
三
、
一
二
、
二
〇

有
限
会
社
駅
通

り
メ
デ
ィ
コ
駅

通
り
保
険
薬
局

有
限
会
社
駅
通

り
メ
デ
ィ
コ

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
一
〇
一
九

―
二
八

平
成
八
、
一
、
三
一

十
宝
製
薬
株
式

会
社
ソ
ガ
ワ
漢

方
薬
局

十
宝
製
薬
株
式

会
社

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
二
九
九
〇

―
一

平
成
一
一
、
四
、
二
四

西
原
薬
局

西
原

甚
五
郎

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
三
七
二

―
一

平
成
四
、
九
、
一
八

有
限
会
社
入
倉

薬
局

有
限
会
社
入
倉

薬
局

大
川
郡
津
田
町
津
田
一
二
二
五
―

一
七

平
成
八
、
一
、
二
四

有
限
会
社
浜
崎

有
限
会
社
浜
崎

大
川
郡
津
田
町
津
田
一
一
五
四

薬
局

薬
局

平
成
一
五
、
八
、
三
一

川
畑
薬
局

川
畑

千
代
子

東
か
が
わ
市
川
東
六
一
番
地

平
成
八
、
四
、
三
〇

内
海
薬
品
株
式

会
社
内
海
薬
局

内
海
薬
品
株
式

会
社

小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
九
一
三
の

二

平
成
六
、
六
、
二
七

大
石
薬
局

大
石
調
剤
薬
局

有
限
会
社

小
豆
郡
内
海
町
福
田
甲
五
三
七
―

一

平
成
一
一
、
四
、
三
〇

有
限
会
社
小
西

薬
局

有
限
会
社
小
西

薬
局

小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
一
〇
一
四
―

三

平
成
六
、
八
、
一
四

野
村
薬
局

野
村

高
行

小
豆
郡
池
田
町
池
田
九
六
四
番
地

の
七

平
成
一
一
、
八
、
二
〇

有
限
会
社
た
ち

ば
な
薬
局

有
限
会
社
た
ち

ば
な
薬
局

木
田
郡
三
木
町
平
木
七

平
成
一
一
、
九
、
三
〇

有
限
会
社
松
原

薬
局

有
限
会
社
松
原

薬
局

木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
伏
三
一
〇

平
成
六
、
三
、
一
七

井
手
下
薬
局
南

店

井
手
下

博
美

香
川
郡
香
川
町
浅
野
一
一
〇
五

平
成
八
、
七
、
一

小
判
屋
薬
局

松
尾

行
泰

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
一
三
六

〇

平
成
一
一
、
四
、
一
四

福
田
薬
局

福
田

精
雄

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
〇
三
三
番
地

平
成
九
、
三
、
八

真
柴
薬
局

真
柴

奨

綾
歌
郡
国
分
寺
町
柏
原
四
八

平
成
九
、
七
、
一
五

朝
日
堂
薬
局

中
井

昭
三

三
豊
郡
仁
尾
町
仁
尾
丁
九
八
五

平
成
一
一
、
一
、
三

綾
薬
局

綾

絹

三
豊
郡
三
野
町
下
高
瀬
五
四
四
―

一

平
成
一
〇
、
九
、
三
〇

か
り
ん
薬
局
み

の

有
限
会
社
ヤ
マ

ニ
薬
局

三
豊
郡
三
野
町
大
字
下
高
瀬
九
二

〇
番
地
二

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
第
九
一
〇
八
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
九
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
九
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

平
成
五
、
四
、
三
〇

吉
永
薬
局

吉
永

正
忠

三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
五
四
七
五
―

二
乙

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
二
、
一

旭
介
護
支
援
セ
ン
タ

ー善
通
寺
市
文
京
町
四

丁
目
八
番
二
九
号

株
式
会
社
旭
看
護
婦

家
政
婦
紹
介
所

善
通
寺
市
文
京
町
四

丁
目
八
番
二
九
号

居
宅
介
護
支
援

休

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
一
二
、
一

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
風
生

観
音
寺

観
音
寺
市
瀬
戸
町
三

丁
目
二
―
一
四

有
限
会
社
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
風
生

高
松
市
御
厩
町
六
四

九
番
地

訪
問
介
護

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
一
二
、
一

医
療
法
人
圭
良
会
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
い
こ
い
の
家

仲
多
度
郡
仲
南
町
十

郷
二
二
一
―
三

医
療
法
人
圭
良
会

仲
多
度
郡
琴
平
町
一

六
七

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

平
成
一
五
、
一
二
、
一

う
ら
し
ま
介
護
サ
ー

ビ
ス
四
国
損
害
保
険

株
式
会
社

三
豊
郡
詫
間
町
松
崎

二
七
八
〇
―
一
三
〇

四
国
損
害
保
険
株
式

会
社

三
豊
郡
詫
間
町
松
崎

二
七
八
〇
―
一
三
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
一
五
、
一
二
、
三
一

松
山
医
院

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二

〇
三
四
―
一

松
山

宏

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二

〇
三
四
―
一

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
五
、
一
二
、
三
一

前
田
歯
科
医
院

仲
多
度
郡
琴
平
町
一

九
八

前
田

博
子

仲
多
度
郡
琴
平
町
一

九
八

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
四
、
一
〇
、
一
五

佐
藤
薬
局

坂
出
市
本
町
一
丁
目

六
―
一
九

佐
藤

伸

坂
出
市
本
町
一
丁
目

六
―
一
九

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
五
、
八
、
六

川
畑
薬
局

川
畑

千
代
子

居
宅
療
養
管
理
指
導

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
第
九
一
〇
八
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
九
十
八
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
九
十
九
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

医
療
機
関
は
、
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

東
か
が
わ
市
川
東
六

一
番
地

東
か
が
わ
市
川
東
六

一
番
地

名

称

所

在

地

開

設

者

指

定

年

月

日

医
療
法
人
社
団
嶋
田

耳
鼻
咽
喉
科
医
院

仲
多
度
郡
多
度
津
町
幸

町
二
―
二
五

医
療
法
人
社
団
嶋

田
耳
鼻
咽
喉
科
医

院

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

医
療
法
人
社
団
慈
愛

会
阿
部
内
科
眼
科
医

院

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟

礼
一
〇
〇
六
―
三

医
療
法
人
社
団
慈

愛
会

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日

井
上
胃
腸
科
肛
門
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

綾
歌
郡
宇
多
津
町
東
分

四
九
―
七

井
上

徹

平
成
十
六
年
一
月
一
日

松
山
医
院

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
〇

三
四
―
一

松
山

清
志

平
成
十
六
年
一
月
一
日

お
お
く
ら
医
院

三
豊
郡
仁
尾
町
仁
尾
辛

四
〇
―
五

大
倉

敏
裕

平
成
十
六
年
一
月
一
日

医
療
法
人
社
団
お
か

だ
小
児
ク
リ
ニ
ッ
ク

丸
亀
市
柞
原
町
六
八
二

―
一

医
療
法
人
社
団
お

か
だ
小
児
ク
リ
ニ

ッ
ク

平
成
十
六
年
二
月
一
日

医
療
法
人
社
団
佐
藤

医
院

坂
出
市
元
町
一
丁
目
五

―
五

医
療
法
人
社
団
佐

藤
医
院

平
成
十
六
年
二
月
一
日

医
療
法
人
社
団
博
秀

丸
亀
市
柞
原
町
一
九
〇

医
療
法
人
社
団
博

平
成
十
六
年
二
月
一
日

会
岸
川
脳
神
経
外
科

病
院

秀
会

し
ょ
う
じ
眼
科
医
院

丸
亀
市
土
器
町
東
三
丁

目
二
五
四
―
一

小
路

竜
一

平
成
十
六
年
二
月
二
日

名

称

所

在

地

開

設

者

辞

退

年

月

日

徳
田
眼
科

坂
出
市
文
京
町
一
丁
目

一
―
一
五

徳
田

敬
直

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

岩
渕
外
科
医
院

坂
出
市
江
尻
町
一
三
〇

六

岩
渕

正
賢

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

綾
南
医
院

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝

宮
五
一
〇

末
澤

恒
夫

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
三

日

医
療
法
人
社
団
慈
愛

会
阿
部
内
科
医
院

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟

礼
一
一
四
七
―
五

医
療
法
人
社
団
慈

愛
会

平
成
十
五
年
十
一
月
三
十
日

医
療
法
人
社
団
若
奈

会
酒
井
内
科
医
院

坂
出
市
横
津
町
三
―
一

―
三
三

医
療
法
人
社
団
若

奈
会

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

松
山
医
院

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
〇

三
四
―
一

松
山

宏

平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一

日

井
上
病
院

綾
歌
郡
宇
多
津
町
東
分

四
九
―
七

井
上

徹

平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一

日

岸
川
脳
神
経
外
科
病

院

丸
亀
市
柞
原
町
一
九
〇

岸
川

秀
実

平
成
十
六
年
一
月
三
十
一
日

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
第
九
一
〇
八
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
百
号

昭
和
四
十
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号
（
香
川
県
立
病
院
の
使
用
料
及
び
手
数
料
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

告
示
第
八
十
八
号
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
算
定
方

法
に
よ
り
積
算
し
て
得
ら
れ
た
額
と
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込

み
に
つ
い
て
の
同
意
成
立
の
届
出
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認

め
る
。平

成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
室
本
町
四
一
八
番
地

小
濱

福
重

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
花
稲
七
三
六
番
地

一
方
隅

穀

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
西
か
が
わ
第
一
区
域

小
型
定
置
漁
業

二
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
箕
浦
甲
一
五
四
二
番
地

石
村

義
光

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
姫
浜
二
七
九
番
地
三

山
本

達
雄

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
西
か
が
わ
第
二
区
域

小
型
定
置
漁
業

●
香
川
県
告
示
第
百
二
号

昭
和
五
十
年
香
川
県
告
示
第
五
百
一
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
区
域
及
び
区
分
の
決
定
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
表
二
号
箱
浦
区
域
（
箱
浦
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
）
の
項
中

「
箱
浦
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
三
豊
郡
詫
間
町
の
う
ち
大
字
積
、
大
字
箱
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
三

月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

円
座
香
西
線
（
百
七
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

佐
藤
内
科
医
院

坂
出
市
文
京
町
一
丁
目

五
―
五

佐
藤

融
司

平
成
十
六
年
一
月
三
十
一
日

お
か
だ
小
児
ク
リ
ニ

ッ
ク

丸
亀
市
柞
原
町
六
八
二

―
一

岡
田

隆
滋

平
成
十
六
年
一
月
三
十
一
日

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
檀
紙
町
字
薬
王
寺
六
九
三
番
一
地
先
か
ら

高
松
市
檀
紙
町
薬
王
寺
六
八
四
番
二
地
先
ま
で

一
〇
・
三

〜
一
三
・
五

五
〇

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
七
百
九
十

七
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
第
九
一
〇
八
号
）

五



●
香
川
県
告
示
第
百
四
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

有
水
面
埋
立
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
港
湾
課
及
び
東
か
が
わ
市
事
業
部
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年

二
月
二
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
一
日
ま
で
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

出
願
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
十
五
日

二

出
願
人
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

香
川
県

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
知
事

真
鍋
武
紀

高
松
市
昭
和
町
一
丁
目
一
二
番
一
二
号

三

埋
立
区
域

１

位
置

東
か
が
わ
市
引
田
字
川
向
二
七
七
三
番
二
、
二
七
七
三
番
三
、
二
七
七
三
番
四
、
二
七
七
四
番
一

一
、
二
七
七
四
番
一
四
、
二
七
七
四
番
一
五
及
び
二
七
七
四
番
一
七
の
筆
界
未
定
地
に
接
す
る
無
番

地
地
先
並
び
に
同
市
引
田
字
川
向
二
七
六
八
番
八
地
先
の
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
�
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

�
の
地
点
と
�
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
五
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
一
・
七
三
六
メ
ー
ト

ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点

四
等
三
角
点
城
山
（
北
緯
三
四
度
一
三
分
五
九
・
六
三
二
秒
、
東
経
一
三
四
度
二
四

分
三
二
・
九
六
一
秒
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
二
三
四
度
五
一
分
二
三
秒
、

五
二
〇
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
三
度
三
九
分
四
一
秒

一
八
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
六
三
度
五
六
分
四
七
秒

〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
三
度
三
九
分
三
八
秒

七
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

	
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
四
三
度
四
七
分
一
九
秒

〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点



の
地
点

	
の
地
点
か
ら
一
五
三
度
三
九
分
四
八
秒

一
六
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点



の
地
点
か
ら
一
〇
八
度
三
七
分
〇
五
秒

〇
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
六
三
度
三
九
分
五
二
秒

七
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
、
七
〇
五
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

東
か
が
わ
市
引
田
字
川
向
二
七
七
三
番
二
、
二
七
七
三
番
三
、
二
七
七
三
番
四
、
二
七
七
四
番
一

一
、
二
七
七
四
番
一
四
、
二
七
七
四
番
一
五
及
び
二
七
七
四
番
一
七
の
筆
界
未
定
地
に
接
す
る
無
番

地
地
内
並
び
に
同
地
先
公
有
水
面
、
同
市
引
田
字
川
向
二
七
六
八
番
八
及
び
二
七
六
七
番
一
〇
地
内

並
び
に
同
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
�
の
地
点
と

の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
�
の
地
点

基
点
か
ら
二
三
七
度
〇
八
分
五
八
秒

四
七
七
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
九
三
度
三
九
分
三
八
秒

八
四
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
三
度
三
九
分
四
〇
秒

五
二
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
〇
三
度
二
九
分
〇
六
秒

六
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
四
三
度
三
九
分
三
九
秒

七
九
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
四
四
分
五
三
秒

四
〇
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
三
二
度
五
〇
分
五
六
秒

二
二
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
四
六
分
一
二
秒

二
五
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
度
〇
〇
分
一
五
秒

二
五
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
〇
度
五
八
分
〇
九
秒

八
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点


の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
一
度
〇
八
分
〇
八
秒

三
三
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
五
、
四
九
一
・
五
五
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
第
九
一
〇
八
号
）

六



ふ
頭
用
地
、
緑
地
用
地
及
び
ポ
ン
プ
場
用
地

●
香
川
県
公
告
第
百
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
田
奈
良
須
両
池
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土

地
改
良
事
業
（
横
断
道
関
連
）
森
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
二
月
二
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
百
四
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
大
町
字
役
戸
四
〇
七
―
一
六
の
一
部
、
四
〇
七
―
一
七
及
び
二
三
九
〇
―
五

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
多
肥
下
町
一
五
番
地
一
一

武
田

直
人

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
第
九
一
〇
八
号
）

七
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白色度72％再生紙を使用しています 香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
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平
成
十
六
年
二
月
二
十
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

（
第
九
一
〇
八
号
）

八


